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Ⅰ．問題と目的

ケースカンファレンス（事例検討会）の目的は、
事例に関する理解を深め、面接過程を検討しあう
ことによって、心理的支援のより効果的な方法を
見出すとともに、相談担当者であるセラピストの
資質を向上させるところにある（杉村、2004）。河

合（2001）が「臨床心理学の研究においては、事
例研究が極めて重要である。そのことは臨床心理
の実際に従事しているものにとっては自明に近い
ことである」と述べているように、これまで、心
理臨床において、事例を基にした研究や教育・訓
練が重要視されてきた。
精神分析的心理療法の訓練では、羽下ら（1998）
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は、その領域を大きく 3領域に分類している。
第一の領域は、精神分析の理論や概念、心理療
法の技法論、パーソナリティ発達論などの知的学
習である。
第二の領域は、クライエントの心理力動的な理
解や心理療法の進め方の実際について経験の深い
心理療法家から指導を受ける体験的な学習であ
り、主に個人スーパーヴィジョンによってなされ
るが、グループスーパーヴィジョンや事例検討会、
ケースカンファレンスもここに含まれる。事例検
討会とケースカンファレンスでは、事例検討会を
開催される場所を問わず、異なる専門性を持った
参加者が集まり、報告された事例について多角的
に検討するものとして、また、ケースカンファレ
ンスを一つの職場で立場の異なるスタッフが共通
の理解を持つための会議としてとらえ、厳密には、
この二つは区別されることがある。しかし、ケース
カンファレンスと事例検討会は心理臨床家の営み
と切り離せないものであり、両者ともに事例につ
いて協議するので、両者をあまり区別せず、同じ
ような意味合いで互換的に用いていることもある
（山本、2018）。本稿では、これら二つを区別せず、
ケースカンファレンスと事例検討会を共に、報告
された臨床事例をもとにして、より効果的な心理
的支援を見出すとともに、事例報告者だけでなく
参加者の資質を向上させる教育・訓練の一方法と
とらえる。
第三の領域は、自分自身が精神的分析的心理療
法を受ける個人分析である。
精神分析的心理療法にかかわらず、心理的援助
に携わる者は、これらの領域に関して組織的・体系
的に学ぶ必要であると思われるが、現実には、心理
臨床に関する訓練を受けることなく、時には、他
者の心に立ち入っていることも自覚されないまま
に、心的援助に携わっている場合が見受けられる。
かつて西村（2000）は、「中学校における生徒指
導の方法論がなぜ発展せず、理論的な研究も形を
成さないこと、また、生徒指導がカウンセリングに
結び付きにくいという問題を考えていて、生徒指
導の研究には事例研究がないことが一因であると
気づいた。事件が事件としてのみ検討され、詳しい
事例研究はタブーになっていた」と学校現場では、

生徒にかかわる問題は指導すべき対象としてのみ
扱われ、その問題を生じさせた生徒や問題そのも
のへの理解を深めるための事例検討会が顧みられ
てこなかった事実を指摘した。伊藤（2013）によれ
ば、近年は、学校現場において対応すべき問題が複
雑化し、困難さが一層増すことによって、教育と
いう専門性に加えて、心理臨床や福祉などの知見
が必要と考える教員が増え、心理専門職であるス
クールカウンセラーをファシリテーターとして行
うケースカンファレンスへのニーズが高まってい
るという。実際に、教員参加によるケースカンファ
レンスを実践することで、教員自身の児童生徒理
解や問題解決に資する効果は大きいことや、教員
の生徒指導・支援における問題解決能力の向上ば
かりでなく、一人ひとりの教師の孤立を防ぎ、心
理的な対人交流の面でも効果があるという報告が
なされている（伊藤、2013）。
村瀬（2009）は、心理的対人援助とは、被援助
者が自己の潜在的能力に気づき、自尊心を回復で
きることで、少しでも生きやすくなるように心理
学の理論や技法を用いてなしていく援助であると
定義する。したがって、生徒指導や教育相談に限
定されることなく、学校において、内面的成長を
支援しようとする日常的な児童生徒とのかかわり
は、心理的対人援助そのものの営みであるといえ
る。それゆえ、そのことに気づいた教員たちによっ
て、学校現場でのケースカンファレンスの必要性
と重要性は高まってきていると思われる。
一方で、伊藤（2013）は、教員とのケースカン
ファレンスでは、心理臨床の現場で行われている
ケースカンファレンスをそのまま行うことは難し
いと指摘する。多忙な教員には、詳細なレジュメ
を準備する時間がないことに加えて、ケースカン
ファレンスは、学校という場で教員の専門性を生
かし、教員という役割の中で、教育実践に役立つ
ように行われる必要がある。つまり、心理臨床に
携わる者が他専門職と行うケースカンファレンス
については、より一層、その職種に即した方法で、
その職種に役立つように進められることが求めら
れるのである。
ところで、2015 年に始まった「子ども・子育て
支援新制度」は、幼児期の学校教育や保育、地域
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の子育て支援の量の拡充や質の向上を進めていく
ためにつくられた制度であり、必要とするすべて
の家庭が利用可能となることと子どもたちがより
豊かに育つことを目指している（内閣府）。そのた
めに、保育や幼児教育の場だけでなく、子どもを
育てる家庭に対する支援の拡充や質の改善が求め
られており、その結果、家庭に最も身近である地
域での子育て支援を強化する制度や地域子育て支
援の拠点となる施設の設置が進められてきた。
地域子育て支援拠点として、保育所以外に、子育
て支援センター、児童館などの施設が中心となっ
て、子育て中の親子の交流、子育てに関する相談
や情報提供、講習等を通して地域の子育て支援を
担っている。これらの拠点に従事するための要件
として、「子育てに関して意欲があり、子育てに関
する知識・経験を有するもの」（厚生労働省）と明
示されているが、筆者が知る限り、子育て相談を担
う相談担当者のほとんどは保育所や幼稚園で長年
勤務経験がある元保育士や元幼稚園教諭であり、
さらに園長経験者が高い割合を占めているように
思われる。確かに、保育者としての経験とそこか
ら得られた知見や洞察力、さらには地域理解とつ
ながりは、子育て支援に大いに有効であると思わ
れる。しかしながら、子育て支援は子どもへのか
かわり方や育て方を指導助言するだけでなく、そ
こには、必然的に、地域から孤立した母親の孤独
感や子育ての仕方がわからない不安を受け止める
という、心理的援助が生じてくる。加えて、近年
増加する姿の見えない家庭のなかでは、子どもへ
の虐待や夫婦間の DVの問題、心の病理を抱えた
母親、子どもの発達課題、貧困など、心理臨床や
福祉の知見を必要とする事例が多く生じてきてい
る。これまでの保育経験だけでは対処しきれない
問題が生じてきている現状から、支援員が抱えて
いる具体的事例に対して、心理アセスメントの方
法から見立て、カウンセリング技法を含めた心理
面接の進め方、問題の本質に対する理解の方向を
示すために、子育て支援の場でもケースカンファ
レンスが必要とされていると考えられる。学校教
育現場でケースカンファレンスの実践を通して、
教師の資質向上や心理的なつながりをもたらすな
どの成果を得てきたように、子育て支援の場での

一層の取り組みと研究が重要となると考えられ
る。
実際に、筆者は、子育て支援の場において、月一
回のペースで、3回連続して実施されたケースカン
ファレンスに、スーパーヴァイザーとして参加し
た。他の参加者は、保育を専門とする子育て相談を
担当する支援員（以下、子育て支援専門相談員と
表記）と子育て支援にかかわる行政の職員であり、
筆者を除く全員が、これまでケースカンファレン
スの経験だけでなく心理臨床に関する訓練を受け
てきていない。この3回のケースカンファレンスで
は、ケースカンファレンスに取り組む以前から、筆
者は、子育て支援専門相談員との間で、必要な資料
の準備などのやり取りを行い、ヴァイザーとして
ケースカンファレンスに取り組む時間の中で、意
義や目的の講義を行うというこれまでのカンファ
レンスではなかった体験をした。さらに、3回のカ
ンファレンス終了時には、初めてカンファレンス
に参加した子育て支援専門相談員が、わずか 3回
の実践ではあるが、事例に取り組む姿勢などの外
的変容だけでなく、内的にも変容を遂げていると
感じられる体験や、ケースカンファレンスの質そ
のものが変容していくことを体験した。そこから、
これらの変容をもたらしたケースカンファレンス
について検討を加え、その要因を明らかにするこ
とは、子育て支援専門相談員に限らず、多くの他専
門職に対しても、心理的援助として有効なケース
カンファレンスの実践につながると考えられた。
本稿では、3回のケースカンファレンスの過程
と子育て支援専門相談員に生じた内的な変容を検
討することで、他専門職に対して心理的援助とし
てのケースカンファレンスの在り方と、他専門職
に対する心理的援助の意義について考えていきた
い。

Ⅱ．子育て支援ケースカンファレンス

1．概要　
本稿において、子育て支援ケースカンファレン
スとは、子育て支援の場において、子育て支援専門
相談員と行った 3回のケースカンファレンスを意
味する。先にも述べたが、ケースカンファレンス
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に参加した子育て支援専門相談員は、これまで長
年に渡り保育の専門職としての経験を持つが、心
理臨床に関する訓練は受けてきていないため、初
めてのケースカンファレンス参加であった。なお、
ケースカンファレンスの参加者の内訳は以下に示
した。
【参加者】

①   子育て支援センターで働く子育て支援専
門相談員

毎回、同じ 4名が参加。4名は、それぞれ規
模や設備、就業人数の異なる子育て支援セン
ターに勤務している。4名ともに、保育園や
幼稚園の園長や保育士としての勤務経験をも
ち、保育の専門職として、およそ 40 年もの間、
子どもやその保護者と関わる経験を持つ60歳
以上の女性である。
② 子育て支援センターを管轄する行政の職員
行政の立場から、子育て支援センターでの
支援員の業務内容の詳細や担当しているケー
スについて知るという意図で、子育て支援事
業にかかわる行政職員が参加。毎回異なる人
たちで、一回につき 2～ 3名が参加した。
③   　筆者　心理臨床を専門とし、ケースカ
ンファレンスにはスーパーヴァイザーの
立場として参加した。

倫理的配慮　発表に際しては、ケースカンファ
レンス主催者および参加者から承諾を得た。また、
ケースカンファレンスにおいて検討した事例の内
容については、守秘義務に則り、本稿では一切触れ
ていない。記載にあたっては匿名性に配慮し、個
人の特定に繋がる記載を避け、プライバシーの保
護に十分留意した。

2．ケースカンファレンスの進め方
1 回のケースカンファレンスにおいて、一人の子
育て支援専門相談員が一つの事例を提供した。
筆者以外の参加者全員がケースカンファレンス
そのものを初めて体験するため、ケースカンファ
レンスを実施するにあたって、事前にケースカン
ファレンスの目的や進め方、必要な資料とその記
載内容や方法を伝えるため、リーダー的役割を果

たす子育て支援専門相談員 1名と数回の打ち合わ
せを行った。
当初、ケースカンファレンスに取り組む時間は 3
時間の予定であったが、一回目のケースカンファ
レンス実施当日、事例報告者や参加者にケースカ
ンファレンスの進行方法や発表の仕方、資料の記
載方法などに戸惑いがみられた。そのため、事例
を検討するという本来のケースカンファレンスの
取り組みに加えて、事例検討に入る前に、ケース
カンファレンスの意義や目的、進行方法などケー
スカンファレンス自体について講義する時間が必
要となった。特に一回目のケースカンファレンス
では大幅な時間延長となった。しかし、回を重ね
ることに進行はスムーズになり、最終回では、ほ
ぼ予定時間内に収まった。
司会進行に関しては、初回は筆者が指導助言

（スーパーヴィジョン）を担当すると同時に、「進
行の予想がつかない」という参加者からの強い依
頼を受けて、司会も担うこととなった。2回目以降
は、初回の学びを元にして、事例報告者ではない
子育て支援専門相談員が司会進行役となった。

3．ケースカンファレンスの展開
1回目　X年 12 月　　参加者　6名
（1）  事例報告者　Aさん　元幼稚園園長　 

子育て支援専門相談員として経験 2年目　
（2）ケースカンファレンスの展開　
Aさんは、勤務するセンター開設以来、相談員
として勤務してきた。「相談は難しいと実感してい
るが、自分が相談を担当しているお母さんや子ど
ものことをもっと理解したい。役に立ちたい。今
後の見通しも持てるようになりたい」と、意欲的
で向上心を持った人物であり、初めてのケースカ
ンファレンスで、最初に事例報告を申し出られた。
提示された事例に関する資料は、相談者である
母親の言動のみが箇条書きで書かれ、家族関係や
子どもの様子、相談員である Aさんの発言や対応、
その時の思いなど記載はなかった。しかし、事例が
報告される過程で、筆者が Aさんに母親の様子や
Aさんの思いについて問いかけていくことで、事例
の詳細が明らかになるだけでなく、Aさんの事例に
対する熱い思いが伝わる語りとなっていった。そ
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の語りに刺激され、内界に抱えきれなくなったの
か、Aさんの事例から離れて自分の事例について
語り、自分の事例に対して助言を求める参加者が
出てきた。筆者は、ケースカンファレンスが行わ
れている場や時間は、今ここで事例を報告してい
る Aさんの事例のためにあることを伝えたが、そ
のことで、発言した参加者は傷ついた様子でうつ
むかれ、以後ほとんどは発言されなくなった。そ
の後も、自分の担当事例での体験を語る参加者が
続き、Aさんの事例を検討することから離れていく
場面が見られ、筆者は、軌道修正に苦慮した。場
のコントロールに困難さを感じながらも、最終的
には Aさんの事例を検討するに至ったが、終了予
定時間が一時間以上延長されることとなった。

2回目　X＋ 1年　1月　　参加者 6名
（1）  事例報告者　Bさん　元保育所園長 

子育て支援専門相談員としての経験 1年目
（2）ケースカンファレンスの展開
Bさんは、事例報告に入る以前の段階で、勤務す
る子育て支援センターの相談の枠について話し出
された。「相談を聴くこと自体、非常に気を遣う」
といわれる Bさんは、事例の難しさに加えて、相
談を受ける場について問題を感じていた。別室や
相談室がないため、子どもたちや他にも保護者が
いる場で相談を聴くのである。子どもや他の保護
者に聞こえていないか、相談者は言いたいことが
言えないのではないか、安心して話せないのでは
ないかという心配に加えて、目の前にいる子ども
たちが安全に遊べるように、常に注意を払う必要
がある。周りに非常に神経を使う上に、他者に聞こ
えることを恐れて、肝心なことが訊けない。相談
が深まらないという問題以前に、相談として成立
しているのか心許ない状態である。そんな中でも、
深刻な話をされる保護者はいる。もっと聴きたい
と思いながらも、十分に聴ききれないと、その保護
者は姿を見せなくなる。そんな時は、電話をかけ
て話を聴くことや、それだけでは足らないときに
は訪問することもあると言う。とにかく、子ども
と保護者に子育て支援センターに来てもらい、セ
ンターとつながっていくことを第一に考えている
と語られる。そのようにして、つながってきた事

例を報告された。
Bさんが保護者とつながる困難さや相談の枠の
問題を率直に話されることで、同じ悩みを持つ参
加者からは積極的発言や感想が述べられ、参加者
は Bさんの思いに共感しつつ、つながろうとする
努力を認め、評価していた。特に、行政からの参加
者が、支援員の取り組みに「ここまでされている
とは知らなかった。この取り組みがあるから、支
援センターとつながり続け、助けられる保護者が
いるのですね」と、改めて知った事実に驚き、落
ち着いて相談できるように支援センターの構成や
場の改善の必要性を述べられた。
最後に Bさんは、「ケースカンファレンスは全く
初めてで、話すまでは緊張して、心配で寝られない
ほどでした。ですが、話すことで、たくさんの気
づきや学びがありました。たくさんのエネルギー
ももらいました。話をして、本当に良かったです」
と思いを述べられた。

3回目　X＋ 1年　2月　　参加者 7名
（1）  事例提供者　Cさん　子育て支援員として

の経験 15 年、子育て支援専門相談員として
の経験 5年目

（2）ケースカンファレンスの展開
3回目を迎えたケースカンファレンスでは、事
例報告者をはじめとして、参加者にはケースカン
ファレンスの流れを知った安心感と得られる成果
への期待からか、報告事例そのものに対する活発
な質疑や議論が交わされるようになった。活発な
議論が交わされることになったもう一つの要因
は、事例報告者である Cさんがケースカンファレ
ンスに何を求めているかという目的を明確にし、
意見を求めた点にある。また、Cさんが準備した
資料は、これまでの 2回に配布された資料を基に
しているが、担当者である Cさんと相談者である
母親との関係をはじめ、Cさん自身の心の動きが
記載され、ケースの展開の中での Cさんの存在や
内界の葛藤が見えてくる資料になるように工夫さ
れていた。そこからは、ケースカンファレンスに
おいて、自己の課題を明らかにし、できるだけ多
くのことを学びたいという意欲が感じられた。
ケースカンファレンスはほぼ時間内に収められ
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たが、終了時には、参加者からは、3回目のカン
ファレンスでは、慣れてきたこともあって、安心
して積極的に発言できたことやそのことで、多く
の示唆を得られたことなどが語られた。

4．ケースカンファレンスの振り返り
以下は、3回のケースカンファレンスを終えて、
参加者によって述べられた振り返りを記載したも
のである。連続してケースカンファレンスに参加
した 4名の子育て支援専門相談員に加えて、最終
回のみに参加した行政関係者の振り返りについて
も記載した。
【子育て支援相談員】
Aさん
子育て相談員としての私の役割は、まずは相談
に来るお母さんを受容し、認めていくことから始
まるのだと考えた。そこから、相談に来るお母さ
ん、その人自身を理解することが大切だと思っ
た。理解を深めるためには、今の様子だけでな
く、これまでの育ちや家族関係などを知ることも
大切だと思った。
私自身が相談員としての経験が浅く、「これで
いいのか？」と自問自答することが多かった。事
例を発表した時、ヴァイザーから認められること
で、自信を得た。自尊感情を育てるのは子どもだ
けではない、我々にも必要だと感じた。
ケースカンファレンスは、どの相談員にも必要
な貴重な体験だと思った。

Bさん
子育て支援の難しさを以前から実感していた。
母子に寄り添うこと、受け止めることから支援が
始まるとは思いつつ、具体的な方法について、こ
れでいいと自信を持って言えなかった。研修を受
けたから即自分が成長するとは言えないが、ヴァ
イザーから得られた新たな知識や他の人の考え
方やかかわり方を知ることが大きな学びとなっ
た。話すことで、たくさんの気づきや学びがあり、
話をして、本当に良かったと思う。
今の仕事に迷いがあったが、背中を押してもら
うことができた。

Cさん
何度も今までの自分を振り返った。振り返るこ
とは、辛いことでもあった。人を支援する難しさ
と大切さを改めて感じ、反省するばかりであっ
た。救いは、自信がなかったことをヴァイザーや
参加者から認められることで、あれで良かったん
だと思えたことである。
どうすればクライエントの役に立つようにで
きるのか、どうすれば参加者に自分の思いが伝わ
るのか、何日も悩んだ。悩んで、考えた結果が今
日の発表の形になった。昨夜は心配で眠れなかっ
た。正直、事例発表はしんどいので、別の研修も
したい。
記録の大切さも感じた。これまでは、記録する
ことが苦手で、後回しにしてしまっていた。今回
の事例発表を通して、記録をすることで後から読
み返し、新たに気づくことがあると分かった。

Dさん
他の相談員の事例を聴くことで、ヴァイザーの
言われることがよく理解できた。他の人が担当し
ている事例を聴く、そこから学ぶことが大切であ
ると思った。
相談に来られる保護者を知るための方法や、知
ることの意味について、ケースカンファレンスを
通じて学んだ。

【行政関係者】
話を聴くことの大切さを改めて学んだ。支援員
の大変さを知り、支援員を支えていくことや連携
していく必要性を感じた。

記録の大切さを学んだ。
話し合いだけでなく、具体的な声掛けの方法を
知るためにロールプレイ的な内容も必要ではな
いかと思った。頭では理解できていても、いざと
なると言葉が出ない。
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事例検討だったので、具体的にイメージしなが
ら話を聴けた。ただ、事例検討の目的を理解でき
ていなかったので、事前にしっかり把握しておく
必要があると感じた。
今後も難しい問題が生じてくると思うので、多
職種連携が大切だと考えた。

Ⅲ．考察

1．ケースカンファレンスは何をもたらしたのか
（1）成果としての教育的効果と個人的・集団的変容
3 回の事例検討を通して、ケースカンファレンス

が変容して行くことを実感した。それはまるで、カ
ウンセリングを経て変容していくクライエントの
ようであり、学習することで知識を豊かにし、成
長していく子どものようであると感じられた。そ
の背景には、ケースカンファレンスに参加する参
加者の内的な変容があったと思われる。
ケースカンファレンスは、参加者にとって、事例
を理解する力や実践力を高め、カウンセラーとし
ての成長を促進する学習の場である。河合（1986）
は、特に初心者にとっては、担当事例を発表するた
めに文章化することにより、客観的に事例を見直
すことができる点において、訓練としての重要性
を指摘している。また、ケースカンファレンスに参
加するということは、事例を単に聴くということ
ではない。語られる事例の中に存在するカウンセ
ラーとクライエントの関係やそれぞれの心の動き
を感じ取り、それを受け止め、自己の内界を揺り
動かされながら、揺り動かすものを意識化してい
くことであると思われる。本ケースカンファレン
スの参加者もまた、そのような体験を通して、新
たな学びと気づきを得ていったと思われる。その
ことによって、事例と事例報告者を尊重する思い
と事例から学ぶことの重要性が意識され、ケース
カンファレンスに対する取り組み姿勢に変化が見
られたと思われる。
具体的には、最も大きな変化が感じられたのは、
初回から二回目への変化である。
初回は、参加する子育て支援専門相談員にとっ
て、初めてのケースカンファレンス体験であった

ため、すべてがヴァイザー主導で行われた。ヴァイ
ザーはカンファレンスを始める以前に、ケースカ
ンファレンスの意図や方法を講義する講師の役割
を担い、カンファレンス開始後は、カンファレン
スの進行と発言を促すサポート役とともに、カン
ファレンスの目的を達成すべく参加者を導くファ
シリテーターとしての役割を果たすことが求めら
れた。これまで、筆者は、臨床心理士養成大学院
において、数年間、臨床心理士を目指す大学院生
の教育に携わった経験があるが、この時に初心の
大学院生を指導したケースカンファレンスとは比
較できないほどの難しさや参加者との距離を感じ
た。同じ初心であっても、大学院生には臨床心理
学やカンファレンスについての基礎的な知識があ
り、実際にカンファレンスの体験はなくとも、進
行の流れや参加者としての自分の立ち位置は想像
できる。指導者との間には、臨床心理学という共
通の土台がある。しかしながら、子育て支援専門
相談員との間には、保育と臨床心理という人と関
わるという共通点はあるものの専門性の違いか
ら、共有できる言葉や知識が限られており、筆者が
自明のこととして捉えていることにも丁寧な説明
が必要で、理解してもらうためには、話す言葉も
慎重に選択する必要があると思えた。また、予定
した時間内に終了することができず、時間の枠組
みという外的構造も大きく崩れた。初回は、ケー
スカンファレンスが成立する以前の課題が次々と
露呈した。
初回の事例報告者である Aさんが準備されたレ
ジュメには、クライエントの発言や行動など、主
にクライエントの気になる言動に焦点づけられた
内容で、その時の Aさんの発言やかかわり、思い
は記述されず、Aさんの姿が見えてこない内容で
あった。筆者は、Aさんにクライエントの人物像
とともに Aさんのクライエントへの働きかけとそ
の時の思いを述べるように促した。Aさんはクラ
イエントからの相談内容の難しさだけでなく、自
分自身の不安や自信のなさについても率直に語ら
れ始めた。その Aさんの語りに内界が刺激された
と思われるが、他のすべての参加者が自分の抱え
る事例をとうとうと話しはじめ、Aさんの事例に
関係なく、自分の主観的考えや体験を述べる人も
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出てきた。報告者である Aさんが不在とされる、A
さんの事例検討から逸脱しそうな場面が何度かあ
り、事例と報告者、カンファレンスそのものを守
るため、ヴァイザーとしては多大なエネルギーを
必要とした。初回は、カンファレンスにおける枠
と構造の問題が明らかになった。
ところが、2回目のカンファレンスでは、初回の
経験により、カンファレンスが困難な問題を安心
して提示できる場であると参加者に判断されたの
か、事例報告者である Bさんは、率直に自分が抱
える課題について語られた。Bさんは、子どもや他
の保護者に相談内容が漏れ聞こえるような、まっ
たく守りのない場で面接相談を行わなければなら
ない辛さ、それでも役に立つ相談としたいという
真 な思いを語り、同じ立場にいる相談員から共
感を得るとともに、参加者からは Bさんの報告内
容に対して支持的発言が見られた。参加者は、Bさ
んの事例報告から外れた自分の事例について語る
のではなく、Bさんの事例の検討に終始した。ま
た、司会進行役は、事例を提供しない支援員である
Dさんが引き受けられることになり、筆者はヴァ
イザーとしての役割のみを求められ、参加者それ
ぞれの役割とカンファレンスの目的が明確になっ
ていった。そこから、相談担当ではない行政職員
にも、Bさんの置かれた困難な立場への理解と今後
の活動を支援する発言が生まれ、Bさん自身も参
加者からの支持的発言を受けて、「話すことで、た
くさんの気づきや学びがありました。たくさんの
エネルギーももらいました。話をして、本当に良
かったです」と話された。
3回目のカンファレンスでは、参加者への事例
理解を促進し、カンファレンスに何を求めている
かが伝わるように、事例報告者のレジュメと発表
の仕方に工夫が見られた。報告者であるCさんは、
初回のカンファレンスで Aさんの事例検討会であ
るにもかかわらず、自分の事例について発言し、
ヴァイザーに助言を求めてきた人物である。その
とき、ヴァイザーから報告者の事例を尊重するよ
うに指摘されることで、その後はほとんど発言さ
れず、自分自身を拒否されたかのように感じられ
たのか、傷ついた様子で、自分の殻に閉じこもっ
た様に発言されなくなった。

Cさんは、これまでの子育て支援員としての経験
や実績は他の相談員よりも長く、相談員としての
自負や自信もあったと思われる。筆者には、初回
のヴァイザーからの指摘に対して、Cさんは、傷
つき、怒り、悔しさなど内界に様々な葛藤を生じ
させ、それをじっと抱え込んでいたように感じら
れた。それが、逆に、自分が報告者となった時に、
うちに閉じ込めていたものを解き放つかのように
意欲を掻き立てられ、より多くの成果を得るため
に、自分が納得のいくように入念な準備をされた
のではないかと思われる。Cさんは、レジュメを
作る準備の段階から、自分の記録を見直し、事例
と格闘されたと思われる。主体的な取り組みを通
じて、記録の大切さなど、カンファレンスにおい
て報告する以前に、いくつもの学びと気づきを得
られたと考えられる。

Cさんは、参加者に自分の意図が伝わりやすいレ
ジュメを作られ、参加者は積極的な発言によって
それに応えていた。この回では、ヴァイザーの発言
は求められたときと最後のまとめに限定され、参
加者同士の活発な意見交換がなされるようになっ
た。保育の専門性に加えて、心理臨床的な視点か
ら事例が検討されるような変化が見られた。
急激なカンファレンスの在り様の変化に驚いた
が、Cさんの本音として、「どうすればクライエン
トの役に立つようにできるのか、どうすれば参加
者に自分の思いが伝わるのか、何日も悩んだ。悩ん
で、考えた結果が今日の発表の形になった。昨夜は
心配で眠れなかった。正直、事例発表はしんどい」
と言われ、カンファレンスに臨むにあたっての準
備の段階で、かなりの時間を費やされたことが伺
えた。このように、カンファレンスで学ぶことで参
加者に変容が生まれ、そのことによる参加者の努
力と姿勢がカンファレンスの変容につながったと
考えられる。カンファレンスを通じて、自分の抱え
ている問題を話していい場所があること、自分の
事例や時間をかけて振り返ることの大切さ、何よ
りも生きた人の心を支える重要な職務にかかわっ
ていることへの気づきがもたらされたのである。

（2）本カンファレンスにおける課題…枠と構造
精神分析的心理療法において、小此木（1990）
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は、「治療構造とは、治療者と患者の交流を規定す
る様々な要因と条件が構造化されたもの」として
いるが、山本（1999）は、それを「面接構造」と
称し、「心理療法の目的を達成するためには、適切
な枠組みが設けられることで、面接者（心理療法
家）とクライエントはともに、この枠組みに支えら
れてコミュニケーションを発展させ、面接の枠組
みを共有することで、面接関係が目的を持った専
門的関係であることが自覚される」と、その重要
性を述べている。枠組みには、時間、場所、料金
といった外的枠組み、心理療法家が提供できる援
助、心理療法の目的の目的といった内的枠組みが
あり、それらに心理臨床家とクライエントが合意
し、契約が成立することによって心理療法が効果
的に進められる（羽下ら、1999）。それと同様に、
ケースカンファレンスにおいても、外的構造とし
ての時間的、空間的な条件および参加者の交流を
規定するカンファレンスのルールや目的などの内
的構造は重要であると考えられる。
ケースカンファレンスでは、事例は、面接にお
けるクライエントと同様、大切にされ、尊重すべ
きものである。事例から多くを学び、理解を深め、
事例報告者に役立とうとするならば、構造は重要
である。しかし、本ケースカンファレンスにおい
ては、外的構造をはじめとして構造に関して以下
のような課題を生じていたと考えられる。
一つには、カンファレンスの時間的問題である。
特に初回が顕著であったが、心理臨床に関する訓
練初心者というだけでなく、これまで職場内でも
カンファレンスを実施したことのない参加者との
実践であったため、目的や方法の講義に始まり、資
料の提示の仕方や書き方等、カンファレンスを開
始する以前に多くの時間を要した。筆者にとって
は自明のことが、カンファレンスに馴染みのない
環境で過ごしてきた参加者にとっては疑問や不明
な点が多く、それらを解消する必要があった。そ
のために時間を費やすることとなり、カンファレ
ンスの終了時間を大幅に超えることとなった。
もう一つは、ケースカンファレンスでは、事例報
告者の報告の意図や目的の実現を目指す必要があ
ると考えるが、当初は、参加者にケースカンファレ
ンスの目的が十分に共有されていなかったと思わ

れる。そのため、報告者ではない参加者によって
しばしば自分の事例や体験が語られることがあっ
た。羽下ら（1999）は、事例報告の主役は報告者
であり、指導者でも参加者でもないことを深く心
にとどめておかねばならないと述べているが、事
例報告者と事例を尊重し、報告者の役に立つ検討
会が原則である。心に思い浮かぶままに語る参加
者は、自分の語る内容が、今この場においてどの
ような意味を持つのかまでの考えは及んでいない
ように思われた。
以上の課題は、外的構造、内的構造といずれに
しても構造の問題である。これら構造の不安定さ
や揺れが生じている背景には、カンファレンス初
心者の課題もあるが、それ以上に、カンファレン
スの枠となり、カンファレンスを守り、方向性を
示すスーパーヴァイザーの問題が大きいと思われ
る。つまり、ヴァイザーとしての筆者の在り方に
よるところが大きいと思われ、ここで、スーパー
ヴァイザーの役割や存在意義、特に、他専門職と
の交流におけるスーパーヴァイザーの在り方につ
いて検討する必要性が強く感じられた。次に、そ
れらについて検討していきたい。

2．スーパーヴァイザーの役割と存在意義
心理臨床は、実用の学であり、心理臨床実践に
携わる者は、心の専門家として、知識・経験・人
格・コミュニケーションの技術が必要である。さ
らに、自らの人間としての在り方が問われるため、
人間としての修行が必要になる。その修行のため
には自分を育ててくれる人間が必要となるが、優
れた専門的技術を持ち、人間的修行に付き合える
指導者をスーパーヴァイザーと呼ぶという（東山、
2004）。しかし、心理臨床経験が長ければ、だれも
がスーパーヴァイザーになれるのではなく、スー
パーヴァイザーとして求められる資質や適性があ
ると思われる。布柴（2014）は、スーパーヴァイ
ザーには「スーパーヴァイジーの語りを通してみ
るクライエントの見立て」「事例の中でのクライエ
ントーセラピスト関係の見立て」「スーパーヴァイ
ジーのニーズと育ちに合わせた教育的見立て」「す
べてのプロセス飲めたポジションからの見立て」
等々の視点移動と複眼的視点が、人間的・臨床的



－78－

他専門職への心理的援助としてのケースカンファレンス

力量として求められると指摘する。
ところで、スーパーヴァイザーが指導する場は、
個人スーパーヴィジョン、グループスーパーヴィ
ジョン、ケースカンファレンスなどがあるが、い
ずれの場でも、参加者（スーパーヴァイジー）は、
心理臨床家として成長する機会を求めてその場に
臨む。特に、グループスーパーヴィジョンやケー
スカンファレンスの場合、複数の参加者があるた
め、スーパーヴァイザーには、個人スーパーヴィ
ジョンより多くの役割や配慮が求められると考え
られる。
今回のケースカンファレンス実践によって明ら
かになった課題からは、スーパーヴァイザーの役
割は次のように考えられた。
まず、スーパーヴァイザーは、時間や場所、契
約などの外的構造に関して、厳格な運営者となる
必要がある。外的構造が存在することで、参加者
は安心してコミュニケーションを発展させること
ができる。何よりも、安心できる守られた空間や
時間があることで、カンファレンスは成立すると
思われる。
第二には、参加者と目標を共有し、その目標を
達成する方向へと進んでいけるようにケースカン
ファレンスそのものを守る守り手であり、進むべ
き道を照らす導き手としての役割である。スー
パーヴァイザーは、議論される内容が、事例報告者
の意図や報告事例から外れないように配慮し、修
正していく。また、スーパーヴァイザーが枠そのも
のとして存在することで、参加者は自由に、不当
に傷つけられることなく、安心して発言ができる。
それは、参加者と共有する目的の存在と、指導者
としての一貫した心的姿勢としての内的構造であ
るといえる。目的を共有することによって、ケー
スカンファレンスでは、報告された事例について
参加者は議論し、共にそこから学ぶことができる
のである。
第一、第二の役割を通して、スーパーヴァイザー
が、カンファレンスやそこに参加する者の守りと
しての枠となり、参加者が守られる体験をするこ
とで、次には、参加者がカウンセラーとしてクラ
イエントを守っていくことにつながると考えられ
る。カースカンファレンスを通して、参加者はカ

ウンセリングを体験するとも考えられる。
第三には、参加者の関係をつなぐ、その関係に働
きかけ、相互作用を生じさせる役割を担う。ケー
スカンファレンスは、個人スーパーヴィジョンの
ようにスーパーヴァイザーとスーパーヴァイジー
が一対一で向き合う場ではない。カンファレンス
では、複数の参加者が存在する。参加者の相互が
影響しあうことで、新たな発見や学び生まれると
考えられる。
以上は、あらゆるカンファレンスにおけるスー
パーヴァイザーに共通すると思われるが、他専門
職支援においては、これらに加えてさらに必要と
される役割や能力があると考えられる。
精神科医の立場として成田（2000）は、第三者の
診断、治療、ケアの質を高める目的のために、二人
の異なる専門家の間の交流のプロセスをコンサル
テーションと定義し、他専門職支援としてのコン
サルテーションにおけるコンサルタントに必要な
能力を以下のように示した。「専門領域の知識と技
術」「かかわる領域についての、ある程度の理解」
「他職種とコミュニケートする能力」「フォーマル
な関係を構造化する能力」「相互関係モデルで考え
る能力」「問題試行的に考える能力」「わき役あるい
は黒子的役割を果たす能力」である。高橋（2014）
は、前半の三つの能力は、心理臨床家が、他職種と
のカンファレンスなどでコンサルテーションを行
う場合にも必要なことだと指摘する。つまり、他
専門職を支援しようとするケースカンファレンス
においても、心理臨床家として、専門領域での知
識や技術の習得はいうまでもなく、援助しようと
する他専門職の参加者に対する理解の必要性が考
えられる。その理解とは、参加者の依って立つ専
門性の尊重と、専門領域と同等とまでいかなくと
も、発言の背景にあるものがわかる程度の知識と、
おかれた立場への理解であると思われる。他専門
職の専門性を尊重しつつ、心理臨床を専門としな
い人に心理臨床の何たるかを伝えようとする姿勢
が、他専門職と行うカンファレンスにおいて、ヴァ
イザーに必要とされる基本であると思われる。
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3．  他専門職への心理的援助…ケースカンファレン
スの実践の意義
これまで、実際に、他専門職とのカンファレンス

を主宰していた高橋（2014）は、「他専門職との研
究会に初めて参加したときは、資料や議論の焦点
の当て方など、多少大仰な言い方をすれば『異国
のことば』を持つ会に参加し、他流試合をするよ
うな緊張感があった」と述べ、筆者同様、異なる
専門性を持つがゆえの言葉の問題に直面したよう
である。しかし、高橋は、「よく耳を澄ませて聴い
ていくと、そこに現れ出てくる様々な現象は、心
理臨床の現場で日常に起きていることと何らかわ
りがない」という結論に至る。つまり、人との関
係の中から生じてくる問題に対して、人との関わ
りのなかから理解や支援を育んでいこうとする他
専門職においては、心理臨床の現場で生じている
ことと何ら変わりがない営みがなされており、心
の重みを大切にしようとする姿勢から共通の言葉
や視点が生まれてくると考えられる。
ところで、ケースカンファレンスは、事例報告
者や参加者に役に立つことために実施される。成
田（2013）は、ケースカンファレンスを行う意図
は、第一にクライエントのためであり、次いで発
表者の成長に役立つとともに、参加者それぞれに
役立つことが望ましいと述べる。それは、参加者
に役立つことで、最終的には、クライエントの利
益につながるからである。では、ここでいう「役
立つ」とは、どのようなことを指すのであろうか。
河合（1986）は、心理臨床において、多くの事
実から見出された普遍的な法則を見出す論文より
も、ひとつの事例の赤裸々な報告のほうが「役立
つ」と考える。それは、心理臨床を通じて迫ろう
とする個人は、それ自身一つの世界であり、全体
性を有する一者として捉えられねばならず、その
一部分だけを切り取って対象化することはできな
いからである。自然科学の対象として、バラバラ
にされた個々の要素に共通の普遍性が見出された
としても、人間の心の全体性が破壊されたのでは、
臨床家には役に立たない。心理臨床においては、個
を明らかにすればするほど、個を追求すればする
ほど普遍性に行き着くと考えられる。
とはいうものの、事例を通して、深い普遍的事実

を引き出すことは容易ではない。そのために、河合
は、心理臨床家がクライエントの主観の世界に溺
れこむことなく、クライエントの世界に自分の主
観の世界を関与させつつ、なお全体を見ることの
できる目を養うこと、言い換えれば、主観的関与
と客観的観察の両立の必要性を説く。この時、主
観的体験を客観化して述べることには、大きな心
の痛みを伴うが、この心の痛みこそが、臨床家を
成長させ、述べられる中に表れる報告者の心の痛
みが、参加者に深い示唆を与えると思われる。
心理臨床を専門とせず、これまで心にかかわる
ための訓練を受けてきていない子育て支援専門相
談員にとって、ケースカンファレンスにおいて事
例報告をすることは、これまでにない心の苦しみ
を体験する中に放り込まれ、大きな心の葛藤や不
安を生じさせられたと思われる。子育て支援専門
相談員は、保育の専門家として十分な実践経験と
知識を持っている。おそらく、保育の現場にいた
ときは、子どもの保育だけでなく、保護者相談や
同僚である保育者の指導や相談にかかわってこら
れたと思われる。そこにも心理的なかかわりや援
助はあったと思われるが、自分の専門領域内での
活動であり、特に大きな困難や心の葛藤を抱える
までには至らなかったと思われる。しかし、今回
のケースカンファレンスでは、事例報告に際して、
これまでにない体験をするのである。
そのことは、ケースカンファレンス終了後の語
りに明らかである。同じ子育て支援員の立場で
あっても、事例報告をした相談員とそれを体験し
ていない相談員や行政職員との間に大きな違いが
生じている。すべての事例報告者の語りには、事例
の当事者としての学びや気づきだけでなく、「人を
理解することの意味や、自分の役割について考え
た。カンファレンスを通じて、受容と自尊感情の
大切さを体験した」「話すことで多くの気づきが得
られた。その気づきが自分を支え、勇気づけられ
る体験をした」「振り返ることは、辛く苦しい体験
だった。肯定されることで生まれる心の変化を体
験した」など、内的な体験や変容について触れら
れている。事例報告をするための準備の段階から、
主観的体験を客観化して述べるという痛みを心に
感じながら、なお、事例報告においては、事例を通
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して自己の内界さえ対象化され、参加者の前にさ
らされるという苦しくつらい体験をする。この心
の苦しみを体験するところから、自分が今、心に
かかわる領域にいるという自覚と心にかかわるこ
との重さを実感する。ここから、まさに心理的援
助者としての内的変容と成長が始まっているので
あり、心理的援助の質は変化していくと思われる。
心理臨床の教育・訓練の過程において、ケース
カンファレンス（事例検討会）は欠かせない。そ
れは、実践力を高め、事例への理解を深化させる
ことにとどまらず、心理臨床に携わることの意味
やそこにかかわる自己の在り方、心理臨床家とし
ての姿勢など、心にかかわるものとして必要な体
験と学びをもたらすからだと考えられる。他専門
職とのケースカンファレンスにおいても、同様の
ことは生じてくることが、今回の研究によって示
唆された。たとえ心の専門職でなくとも、心にか
かわる支援を行う者にとって、非常に有効な教育
的援助の方法となると考えられる。
本研究において、心理臨床の立場からの他専門
職への心理的援助をテーマとしたが、それはケー
スカンファレンスを通じて、単に他専門職である
子育て支援相談員のカウンセリング技術習得を目
的にしたのではない。技術は必要ではあるが、ま
ずは、技術以前の、より根源的な、心にかかわる
ことの意味や責任の重さへの自覚につながること
を目指したのである。その自覚がなければ、いく
ら技術を身に着けたとしても、相談を求める人に
とって役立つ心理的援助につながらない可能性が
ある。さらに、ケースカンファレンスでの体験が
内的な変容の体験につながることによって、より
一層、クライエント理解を深めていくと思われる。
ケースカンファレンスにおいて、事例報告者が認
められ、尊重される体験は、事例報告者の自尊感情
を高め、クライエントと向き合う力となるととも
に、クライエントを支えるために必要な心理的援
助について体験的に学ぶことになると思われる。
そのことは、技術の習得以上に重要であり、その
体験を経たのちに技術の習得をすることで、他専
門職にとっては異なる専門性である心理的援助の
実践的力が高まると考えられる。
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